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1.在宅医療の推進について

高齢化の進展等に伴い、在宅医療提供体制の整備は重要な課題 となってお

り、補助事業等において必要な措置を講 じてきたところである。

(1)在宅医療連携拠′点事業 【新規 平成 23年度予算案】 (別紙 1)

在宅医療提供体制を確保するためには、医療・福祉・保健にまたがる包

括的支援を提供する必要がある。本事業は、在宅医療を提供する機関等を

連携拠点 として、地域の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、社会福祉士な

どの多職種協働による在宅医療の支援体制を構築 し、地域における包括的

かつ継続的な在宅医療の提供を目指す とともに、今後の在宅医療に関する

政策立案や均てん化などに資することを目的とする。

事業の内容は次のとお りである。

①多職種連携の課題に対する解決策の抽出

・地域の医療福祉従事者が、一堂に会する場を定期的に設定する。

・在宅医療における連携上の課題を抽出し、その対応策の検討等を行 う。

②在宅医療従事者の負担軽減の支援

・地域医療資源のネッ トワーク化や情報共有体制の整備により、在宅医

療をより効率的に提供するための仕組みをつくる。

③効率的な医療提供のための多職種連携
。連携拠点に医療 。福祉分野の経験豊富なスタッフを配置する。
。地域の医療・福祉資源の量・質に関する最適化に向けての活動等を通

じて、地域のハブ機関としての機能を担 う。

平成 23年 2月 14日 付けで、各都道府県衛生主管部 (局 )長宛、 「在

宅医療連携拠′点事業に係る計画書の提出について」 (別紙 2)を発出した

ところだが、本事業についての関係機関等への周知につき重ねてお願い し

たい。

(2)訪問看護推進事業 【平成 23年度予算案】 (別紙 3)

生活の視点を重視 した看護提供や医療 と介護をつなぐ役割など、在宅医

療において訪問看護は重要な役割を担 う。本事業は、訪問看護事業所の看

護の質の向上 と訪問看護師の人材育成を目的とし、訪問看護の推進 と充実

を図るものである。

①訪問看護推進協議会設置の支援

・訪問看護ステーションに関する総合的な相談を行 う。
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0訪問看護普及のための活動を行 う。

・医療福祉従事者による多職種会議を開催する。

②研修事業の支援

・訪問看護ステーションや医療機関の看護師の研修を行 う。

・訪問看護ステーション間の研修を行 う。

③在宅医療普及啓発活動の支援

・在宅医療全般に関するフォーラム、講演会等を開催する。

・パンフレッ トの作成等を行 う。

本事業の実施主体は、これまで地方公共団体 (委託可)のみであつたが、

平成 23年度においては、地方公共団体以外の関係団体も都道府県が補助

する事業 (間接補助事業)と して補助の対象 とすることとしている。

なお、間接補助事業については、各都道府県における財政負担が生 じな

い仕組み とすることから、各都道府県において予算計上 し、補助を希望す

る関係団体が補助を受けられるよう、事業の実施をお願いしたい。

(3)医療計画 「居宅等における医療の確保に関する事項」の見直しについて

(男 ll紙 4)

「居宅等における医療の確保に関する事項」については、平成 18年医

療法改正において医療計画に定める事項 とされたところ。在宅医療のさら

なる推進に向け、次期医療計画策定の際に在宅医療の体制構築にかかる指

針を都道府県に提示することを念頭に、 「医療計画の見直 し等に関する検

討会」等において、 「居宅等における医療の確保」等の記載事項について

検討が進められているところである。

(4)終末期医療のあり方に関する懇談会 (別紙 5)

終末期医療のあり方については、昭和 62年以降 4回にわたつて、終末

期医療に関する意識調査の結果等を踏まえつつ検討を重ねてきた。平成 20

年 3月 に一般国民及び医療福祉従事者 (医師、看護職員、介護施設職員)

に対する意識調査を実施 した後、平成 20年 10月 から厚生労働大臣主催

の懇談会を計 6回開催 し、平成 22年 12月 に 「終末期医療のあり方に関

する懇談会報告書」をとりまとめた。
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|〇 高齢者の増加、価値観の多様化に伴い、病気を持ちつつも可能な限り住み慣れた

1 場所で自分らしく過ごす「生活の質」を重視する医療が求められている。

○ 在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援

体制を構築し、地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。
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医 政 医 療 発 0214第 1号

平 成 23年 2月 14日

都道府県衛生主管部 (局)長  殿

厚生労働省医政局政策医療課長

在宅医療連携拠点事業に係 る計画書の提出について

厚生労働省では、地域の医師・歯科医師 。看護師 。薬剤師・社会福祉士・な

ど多職種が連携を取 りながら、継続的・包括的なケアを提供する体制を構築す

るため、平成 23年度から在宅医療連携拠点事業を実施いたします。

これに伴い、 「在宅医療連携拠点事業委託費交付要綱 (案 )」 及び 「在宅医

療連携拠点事業実施要綱 (案 )」 を別紙の とお り定めてお りますので、各関

係機関等への周知につき御配慮いただきますようお願いいたします。

また、当該事業の実施を貴県が行 う場合は、別紙様式の事業計画書を御提出

いただく必要がございますので、下記にご留意の上、期限までに担当宛御提出

ぃただきますようお願いいたします。

1.事業計画書の様式

別紙の様式にて提出願います。

2.事業計画書の提出期限

平成 23年 3月 8日 (火 )

記
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3。 事業計画書の提出先

〒 100-8916
東京都千代田区霞が関 1-2-2
厚生労働省医政局政策医療課在宅医療推進室宛

4.採択方針

申請件数が多い場合、地域の多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医

療の提供が明確に提示 されている事業計画書を優先的に採択 します。

5。 事業計画書に記載すべき事項

(1)在宅医療連携拠点が必須 とす る以下の事業に関 して、実施可能な計画

が詳細に立案 されていること。

ア.多職種連携の課題に対する解決策の抽出

イ。在宅医療従事者の負担軽減の支援

ウ.効率的な医療提供のための多職種連携

(2)雇用する介護支援専門員の資格を持つ看護師等及び医療 ソーシャル フ

ーカーの配置や役割が明確であること。

(3)(1)の 必須事業以外にも、その他、地域における包括的かつ継続的

な在宅医療提供体制の構築が計画 されていること。
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在宅医療連携拠点事業計画書

事 業 区 分 在宅医療連携拠点事業

開 設 者 名

施  設  名

所  在  地

2.当事業の実施計画について、具体的にご記入下さい。

(1)在宅医療連携拠点が必須で行 う以下の事業をどのように展開していくのか記載 して

下さい。

ア.多職種連携の課題に対する解決策の抽出

イ.在宅医療従事者の負担軽減の支援

ウ.効率的な医療提供のための多職種連携

(2)雇用する介護支援専門員の資格を持つ看護師等及び医療ソーシャルワーカーの配置

(人数、勤務時間等)や役割について記載して下さい。

1.施設の概要
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(3)(1)の 必須事業以外にも、その他、地域における包括的かつ継続的な在宅医療提供

体制の構築が計画されていれば、その計画について記載 して下さい。

※当該事業の積算のわかる資料 (別紙)及び参考資料 (事業の内容がわかる図等)も合わせ

て提出して下さい。
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(別紙 )

在宅医療連携拠点事業積算内訳書

区  分 支出予定額 積 算 内 訳

人 費

―

・
イ僣 オ 寺 馨 キ

議

実 態 調 査 費

消 耗 品 費

円
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(別紙 )

在宅医療連携拠点事業委託費交付要綱 (案 )

(通則 )

1 在宅医療連携拠点事業委託費については、予算の範囲内において交付するも

の とし、補助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30年法律第

179号 )、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関す る法律施行令 (昭和 3

0年政令第 255号 )及び厚生労働省所管補助杢等交付規則 (平成 12年曇告薯

令第 6号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的 )

2 国民が住み慣れた地域で生活することを支えるためには、医療・福祉・保健

にまたがる様々な支援を提供す る必要がある。本事業は、在宅医療 を提供する

機関等を連携拠点 として、地域の医師、歯科医師、看護師、薬剤師、社会福祉

士などの多職種協働による在宅医療の支援体制を構築 し、地域における包括的

かつ継続的な在宅医療の提供を目指す とともに、今後の在宅医療に関する政策

立案や均てん化などに資することを目的 とする。

(交付の対象 )

3 この委託費は、平成○〇年○月○ 日医政発○○第○○号厚生労働省医政局長

通知の別紙 「在宅医療連携拠点事業実施要綱」に基づいて行われ る事業を交付

の対象 とする。

(交付額の算定方法 )

4 この委託費の交付額は、次により算出するものとする。ただ し、算出された

額に千円未満の端数が生 じた場合には、これを切捨てるもの とする。

(1)次の表の第 1欄に定める基準額 と第 2欄に定める対象経費の実支出額 とを

比較 して少ない方の額を選定す る。

(2)(1)に より選定 された額 と総事業費から寄付金その他の収入額 を控除 し

た額 とを比較 して少ない方の合計額 を交付額 とする。

(委託費の概算払 )

1 基準額 2 対象経費

18,099千円

在宅医療連携拠点事業の実施に必要な人件費、

情報共有経費・維持費、会議費、実態調査費、

消耗品費
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5 国は、原則 として支払 うべき額を確定 した後、委託事業者が提出す る精算払

請求書に基づいて支払を行 う。この場合において、国は、委託事業者から適法

な精算払請求書を受理 してから速やかにこれをしなければならない。

ただ し、委託事業者が概算払による支払を要望する場合は、国は委託事業者

の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案 し、真にやむを得ないと認め

た場合には、これを財務大臣に協議 し、承認が得 られた場合には概算払をす る

ことができる。

(交付の条件 )

6 この委託費の交付の決定には、次の条件が付 されるもの とする。

(1)事業の内容の変更 (軽微な変更を除く。)をす る場合には、厚生労働大臣

の承認を受けなければならない。

(2)事業を中止 し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認 を受けなけれ

ばならない。

(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難 となった場合

には、速やかに厚生労働大臣に報告 してその指示を受けなければならないι

(4)委託事業者が地方公共団体の場合にあつては、委託費 と事業に係 る予算及

び決算 との関係を明らかにした第 1号様式による調書を作成するとともに、

事業に係 る歳入及び歳出について証拠書類を整理 し、かつ調書及び証拠書類

を事業の完了の 日 (事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管 しておかなければならない。

(5)委託事業者が地方公共団体以外の場合にあつては、事業に係 る収入及び支

出を明 らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理 し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の 日 (事業の中止又は廃止の承認を

受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管 し

ておかなければならない。

(6)事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係 る消費税及

び地方消費税に係 る仕入控除税額が確定 した場合は、第 4号様式により速や

かに厚生労働大臣に報告 しなければならない。

また、厚生労働大臣に報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税

に係 る仕入控除税額の全部又は一部を国庫に納付 させ ることがある。

(申 請手続 )

7 この委託費の交付の申請は、第 2号様式による申請書に関係書類を添えて、

毎年度 5月 末 日までに厚生労働大臣に提出 して行 うもの とする。

(変更申請手続 )
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8 この委託費の交付決定後の事情の変更によ り申請の内容 を変更 して追加交

付 申請等を行 う場合には、 7に 定める申請手続に従い、毎年度 1月 末 日までに

行 うもの とする。

(交付決定までの標準的期間 )

9 厚生労働大臣は、7若 しくは 8に よる申請書が到達 した 日から起算 して原員J

。として 1月 以内に交付の決定 (決定の変更を含む。)を行 うもの とする。

(実績報告 )

10 この委託費の事業実績報告書は、第 3号様式による報告書に関係書類を添え

て、事業の完了の 日か ら起算 して 1か月を経過 した 日 (6の (2)に より事業

の中止又は廃止の承認 を受けた場合には、当該承認通知を受理 した日から起算

して 1か月を経過 した 日)又は翌年度の 4月 10日 のいずれか早い日までに厚

生労働大臣に提出す るものとする。

(委託費の返還 )

11 厚生労働大臣は、交付すべき委託費の額を確定 した場合において、既にその

額を超える委託費が交付 されているときは、期限を定めて、その超える部分に

ついて国庫に返還することを命ずるもの とする。

(そ の他 )

12 特別の事情により、4, 7,8及 び 10に定める算定方法、手続 きによるこ

とができない場合には、あらか じめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めると

ころによるものとする。
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